
各  位  

   西宮労働基準協会  

第 2 種衛生管理者受験準備講習会のご案内 
（有害業務と関係の少ない情報通信業、金融・保険業、卸売・小売業等の業種が対象です） 

 
常時 50 人以上の従業員を使用する事業場には、労働安全衛生法により衛生管理者の選任が
義務付けられています。国家試験の合格者は 60％台で有資格者の絶対数が不足し、未選任
であったり代理者や次期担当者が確保されていない企業が見受けられます。このたび、合格
に的を絞った講義で受講しやすいように第 2 種 1 日間のコースを設定いたしました。ぜひ
この講習を受講いただき早期合格を達成してください。なお、この講習は西宮、尼崎、伊丹、
加古川、神戸西協会と共同募集しておりますので、定員になり次第締め切りさせていただき
ます。 

記 
☆日程   令和３年３月２８日（日）9 時 30 分～16 時 30 分 
☆会場   兵庫県中央労働センター 視聴覚室 
      神戸市中央区下山手通 6 丁目３－２８      
☆受講料  13,000 円（テキスト代を含む） 
☆内容   受験ガイダンス・労働安全衛生法・労働基準法・労働衛生・労働生理 

 ☆申込方法 下記申込書を FAX してください。FAX 番号 0798-33-2298 
 ☆問合せ先 西宮労働基準協会 

〒662-0911 西宮市池田町３－１２ 
       TEL0798-33-4939  FAX0798-33-2298 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 
第 2 種衛生管理者受験準備講習会申込書 

 
 
 
会社名                   受講者名                
 
電話                    FAX                        



西宮労働基準協会

（有害業務と関係の少ない情報通信業、金融・保険業、卸売・小売業等の業種が対象です）

常時50人以上の従業員を使用する事業場には、労働安全衛生法により衛生管理者の選任が義務
付けられています。国家試験の合格者は60％台で有資格者の絶対数が不足し、未選任であったり
代理者や次期担当者が確保されていない企業が見受けられます。このたび、合格に的を絞った講義
で受講しやすいように第2種1日間のコースを設定いたしました。ぜひこの講習を受講いただき
早期合格を達成してください。なお、この講習は西宮、尼崎、伊丹、加古川、神戸西協会と共同
募集しておりますので、定員になり次第締め切りさせていただきます。

７月 １１月 令和４年３月
10 23 未定

会場 兵庫県中央労働センター
神戸市中央区下山手通６丁目３－２８

受講料 １３，０００円（税込・ﾃｷｽﾄ代込）
定　員 ５０名
カリキュラム

受講ガイダンス・労働安全衛生法・労働基準法・労働衛生・労働生理
問合せ先

西宮労働基準協会
西宮市池田町３－１２　　℡0798-33-4939

注意事項
※次回への変更申請はできません。
※お申込後の取り消しはできません。受講者の変更はいたします。
※会場への来場は、公共交通機関をご利用ください。

令和３年度　第２種衛生管理者受験準備講習のご案内

講習日時
９：３０～１６：３０

会　場 小ホール 未定小ホール
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